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令和 2年 6月 1日からの学校園の再開について（お知らせ） 

 

平素から本校（園）の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

さて、先に令和 2年 5月 31日（日曜日）まで臨時休業期間の延長をお知らせしたところ

です。このたび、政府が大阪における「緊急事態宣言」の解除を行ったことを受け、幼児児

童生徒の感染予防の徹底を図るため行っておりました臨時休業を令和 2年 5 月 31 日（日曜

日）までとし、6 月 1 日（月曜日）から大阪市立の全ての幼稚園・小学校・中学校を再開い

たします 

つきましては、学校園は再開いたしますが、保護者の皆様におかれましてもご理解賜り、

これまでの臨時休業中と同様にご家庭でのお子様の健康状態の把握（健康観察表への記入

を含む）及び心身の健康と安全、安心への配慮、感染症予防の指導等について、よろしくご

理解ご協力を重ねてお願い申しあげます。 

また、6月 1日（月曜日）から 12日（金曜日）までの分散登校の期間において、どうし

ても家庭でお子様の監護ができない場合や、お子様が一人で留守番ができない等の場合の

平日の居場所の確保等についても、これまでどおり実施します。しかしながら、当該期間は

下記のとおり全学年一斉の分散登校（園）することとしており、教室では授業を行うため、

教職員や教室（居場所）の確保が難しい場合が想定されますので、家庭等でのお子様の監護

が可能な方はできる限り家庭等での監護にご協力をお願いします。 

なお、新型コロナウイルス感染症に伴う対応については、日々状況が変化しているため、

変更が生じる場合があります。その折は、改めてお知らせいたしますので、よろしくお願い

申しあげます。 

 

１ 臨時休業期間の終了と学校の再開 

・臨時休業期間は、令和 2年 5月 31日（日曜日）までとします。 

・令和 2年 6月 1日（月曜日）から学校を再開します。 

 

２ 学校の再開後の授業等について 

・6月 1日（月曜日）から 12日（金曜日）までは分散登校とします。 

  ※矢田中学校の分散登校期間等の詳細は別紙にてご確認ください 

・6 月 15 日（月曜日）から感染防止策を引き続き実施し、通常の授業を実施する予定で

す。 

 


